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監査の結果により講じた措置について（公表） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項及び平塚市監査基準（令和２

年４月１日施行）の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知がありましたの

で、次のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 監査実施対象課 

環境部 環境施設課 

２ 監査実施日 

  令和３年１１月２６日 

３ 監査結果の公表日 

  令和３年１２月１６日（平塚市監査委員公表第１２号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 契約事務において、破砕処理施設運

営事業における消耗品費と運転管理等

業務委託の執行に、随意契約における

適用条項誤りがあったので、地方自治

法施行令等に則り適正な措置を講じら

れたい。 

 

 

（１） 指摘事項を受け、課内で契約事務に

関する法令等について再確認するとと

もに、決裁における内容確認を強化し、

適正な事務の執行に努めてまいりま

す。 

 

 

  以 上   


